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山梨県内に施設が無いため条

】

目　　的 考　え　方

第３条 歩道 第 条 乗降場

歩行者の横断の用に
供する軌道の部分

車道等の

に接続す

構造についての条文を加える。

歩道への乗入れが円滑 いる場合は２㎝の段差を無くす

項

第９条

表示板など具体例を条文に明

本県の実情に基準と異なる特

り 基準を定める

自 歩道への乗入れが円滑 いる場合は２㎝の段差を無くす

示する。

高

視覚障害者誘導用
ブロック

参 上 外 りの基準を定める。

※省令については、トップペー
ジから参照できます。

骨子案　　山梨県移動等円滑化のために必要な県道の構造に関する基準を定める条例（仮称）
移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令

（平成１８年　 国土交通省令第１１６号）
関係省令

【省令の変更等対象条文一覧 【　条例化の目的と考え方　】

《総則》 《乗合自動車停留所》
省　令 参酌基準

第１条 この省令の趣旨 第１７条 高さ
条
例
化
不
要
項

第

目

第19条
～
２１条

路面電車停留場等

第２条 用語の定義 第１８条 ベンチ及び上屋

《歩道等》 《路面電車停留場等》 例化しない。

第 条 歩道 第１９条 乗降場１９

第４条 有効幅員 第２０条 傾斜路の勾配

第３条 歩道
道路には歩
道を設けるも
のとする。

狭隘道路により歩道がとぎれる
ことなく、高齢者や障害者等が
安全で円滑に移動できるように
する。

第５条 舗装
第２１条

第６条 勾配

山
梨

第８条 高さ
高齢者及び車いす使用者等に
とって歩道への乗入れが円滑
に

歩道等の車
道等に対する
高さは５㎝を
標準とする。

第７条
歩道等の
分離

《自動車駐車場》
円滑に移動できるように縁石の

第２２条 障害者用駐車施設 形状を考慮する条文を加える。
できるようにする。

第８条 高さ
第２３条 障害者用停車施設

第９条
横断歩道
る歩道等の

県
独
自
の
基

第９条
横断歩道に接続
る歩道等 部分る歩道等の部分

す
高齢者及び車いす使用者等に
とって

車道より２㎝
高くすることを とって

に
くすることを

標準とする。

部分 第２４条 出入り口 視覚障害者への配慮がされて

第１０条 車両乗入れ部 第２５条 通路 できるようにする。 こともできる条文とする。

《立体横断施設》 第２６条 エレベーター
第

準

２２条
条例では
第１９条

障害者用駐車施設

障害者用であ
ることを見や
すい方法で表
示する。

駐車時でも障害者用であること
が判断できるようにする。

第１１条 立体横断施設 第２７条 傾斜路
表示板など具体例を条文に明

第１２条 エレベーター 第２８条 階段

第
障害者用停車施

２３条
条例では
第２０条

設
停車時でも障害者用であること
が判断できるようにする。

障害者用であ
ることを見や
すい方法で表
示する。

第１３条 傾斜路 第２９条 屋根

第１４条 レエスカ ーター 第３０条 便所
示する。

第１５条 通路 第３１条 便所
省
令
参 上記
酌
項
目

外記以
の条項

第１６条 階段 第３２条 便所 殊性はないことから、省令どお

《移動等円滑化のために必要
なその他の施設等》

第３３条 案内標識

凡　　例
第３４条

：条例化不要項目
第３５条 休憩施設

：独自基準
第３６条 照明施設

：省令参酌項目
第３７条 防雪施設
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